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加入している健康
保険が受診券を
送付します

市国保が受診券を
送付します

健康保険
被保険者

　

こ
れ
ま
で
市
が
実
施
し
て
き
た
基
本
健
康
診
査
が
平
成
20
年
度
か

ら
制
度
改
正
に
よ
り
40
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方
は
内
臓
脂
肪
症
候
群

（
い
わ
ゆ
る
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
）に
着
目
し
た
特
定
健
康

診
査
に
変
わ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
特
定
健
康
診
査
の
実
施
主
体
が
こ
れ
ま
で
の
市
町
村
か
ら

医
療
保
険
者
へ
変
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
年
齢
、
加
入
健
康
保
険
毎
に

次
の
よ
う
に
変
わ
り
ま
す
。

○
30
歳
〜
39
歳
ま
で
の
方

　

加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
に
関

わ
ら
ず
、
従
来
ど
お
り
健
診
を
希

望
す
る
方
に
健
診
を
実
施
し
ま
す
。

○
40
歳
〜
74
歳
ま
で
の
方

　

加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
か
ら

受
診
券
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
健
診

を
受
診
す
る
際
に
は
被
保
険
者
証

と
い
っ
し
ょ
に
忘
れ
ず
に
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。
受
診
券
を
持
参
し

な
い
場
合
は
健
診
を
受
診
で
き
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
願
い
ま
す
。

○
75
歳
以
上
の
方（
65
歳
以
上
で

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者

の
方
も
含
む
）

　

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か

ら
委
託
を
受
け
、
市
で
健
康
診
査

を
実
施
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
糖
尿
病
等
の
生
活
習

慣
病
で
定
期
的
に
通
院
さ
れ
て
い

る
場
合
や
投
薬
治
療
を
受
け
て
い

る
方
に
つ
い
て
は
、
健
康
診
査
を

受
診
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

平
成
20
年
度
か
ら

健
診
制
度
が
変
わ
り
ま
す

○主な変更点（40歳～74歳までの方）

　　加入している健康保険に関わらず希望する方に受診録を送付。
平成19年度まで

平成20年度から

国保の方

国保以外の方

※社会保険加入者で扶養となっている方は、扶
養している方を通じて受診券が送付されます。
市からの送付はありません。市からの送付はありません。

｝
平成20年度からは集団
健診以外に市と契約す
る医療機関での健診も
受診が可能となります。
自己負担額も受診券に
記載のある金額となり
ます。

最近「おなかがぽっこりしてきた…」「ズボンが
きつくなった…」という人はメタボリックシン
ドロームの危険信号です。メタボリックシン
ドロームは、おなかの内臓のまわりに脂肪が
たまることによって起こります。その状態を
放置すると動脈硬化を引き起こし、命にかか
わる病気を招きます。

　　

腹囲（へそ周り）が
男性85cm以上、女性90cm以上

かつ下記の２つ以上の項目に該当する方。
①脂質異常
HDLコレステロール＜40㎎/dl未満、または、コ
レステロールを下げる薬を服用
②高血圧
収縮期血圧≧130㎎かつ拡張期血圧≧85㎜Hｇ、
または血圧を下げる薬服用
③血糖値
HbA1ｃ≧5.5%、または、インスリン注射また
は血糖を下げる薬を服用

メタボリックシンドロームの診断基準
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○
目
標
値

　

平
成
24
年
度
ま
で
に
健
康
診
査

の
受
診
率
を
65
％
ま
で
到
達
す
る

こ
と
、
あ
わ
せ
て
平
成
24
年
度
に

お
け
る
内
臓
脂
肪
症
候
群
の
該
当

者
お
よ
び
予
備
群
の
人
数
を
平
成

20
年
度
と
比
較
し
て
10
％
以
上
削

減
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
ま
す
。

○
特
定
健
診
の
受
診
場
所
に
つ
い

て

　

こ
れ
ま
で
健
診
バ
ス
に
よ
る
集

団
健
診
の
み
で
し
た
が
、
市
と
契

約
す
る
医
療
機
関
で
も
健
診
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

受
診
機
関
、
日
程
等
は
受
診
券

を
送
付
す
る
際
に
改
め
て
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

○
健
診
項
目
に
つ
い
て

　

特
定
健
康
診
査
で
実
施
す
る
項

目
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
自
己
負
担
額
に
つ
い
て

　

特
定
健
康
診
査
の
自
己
負
担
額

は
受
診
券
に
記
載
の
あ
る
金
額
と

な
り
ま
す
。
受
診
券
を
確
認
く
だ

さ
い
。
な
お
、
国
保
の
方
の
自
己

負
担
額
は
、
健
診
費
用
の
３
割
相

当
額
と
な
り
ま
す
。

※
従
来
行
っ
て
お
り
ま
し
た
40
歳

節
目
健
診
、
70
歳
以
上
の
方
の

健
診
の
自
己
負
担
無
料
は
、
廃

止
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

○
健
診
を
受
診
さ
れ
た
後

　

受
診
さ
れ
た
結
果
に
基
づ
き
、

生
活
習
慣
病
予
防
の
た
め
の
特
定

保
健
指
導
を
実
施
し
ま
す
。

　

対
象
の
方
に
は
改
め
て
ご
連
絡

い
た
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

《
国
保
に
加
入
し
て
い
る
方
》

　

国
保
年
金
課
国
保
年
金
係

　

☎（
55
）５
１
０
６

《
国
保
以
外
の
方
》

　

各
医
療
保
険
者
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

特
定
健
診
等
実
施
計
画

特
定
健
診
等
実
施
計
画

　

二
本
松
市
国
民
健
康
保
険
で
は
、
平
成

20
年
度
か
ら
実
施
す
る
特
定
健
康
診
査
等

に
つ
い
て
、
平
成
24
年
度
ま
で
の
５
年
間

を
一
区
切
り
と
し
て
実
施
計
画
を
定
め
ま

し
た
。

　

内
容
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

・
質
問
項
目（
服
薬
・
喫
煙
歴
等
）

・
身
体
測
定（
身
長
・
体
重
・
Ｂ
Ｍ
Ｉ
・
腹
囲
）

・
理
学
的
検
査（
身
体
診
察
）

・
血
圧
測
定
・
血
液
検
査（
中
性
脂
肪
・
Ｈ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
・

Ｌ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
）

・
肝
機
能
検
査（
Ｇ
Ｏ
Ｔ
・
Ｇ
Ｐ
Ｔ
・
γ̶

Ｇ
Ｔ
Ｐ
）

・
血
糖
検
査（
Ｈ
ｂ
Ａ
１
ｃ
）

・
尿
検
査（
尿
糖
・
尿
蛋
白
）

※
心
電
図
検
査

※
眼
底
検
査

※
貧
血
検
査

　

※
の
項
目
は
、
国
保
被
保
険
者
の
み
対
象
。

健
診
項
目

｢

各
種
検
診
世
帯
調
査｣

　
　
　
　

 

を
行
い
ま
す

調
査
検
診
項
目

・
各
種
が
ん
検
診
等
世
帯
調
査

・
人
間
ド
ッ
ク
申
請

・
生
活
機
能
ア
ン
ケ
ー
ト

・
後
期
高
齢
者
健
診
受
診
希
望
調

査
調
査
対
象
者

・
30
歳
以
上
の
全
市
民

・
21
歳
以
上
30
歳
未
満
で
、
平
成

20
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
21
年

３
月
31
日
ま
で
に
奇
数
年
齢
に

な
る
女
性

調
査
時
期

　

５
月
上
旬
〜
６
月
上
旬

　

※
本
紙
と
同
時
に
送
付
し
ま
す
。

調
査
方
法
等

　

各
区
の
班
長
・
区
長
さ
ん
等
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

転
入
さ
れ
た
方
へ

　

市
民
課
、
各
支
所
市
民
福
祉
課
、

各
住
民
セ
ン
タ
ー
窓
口
に
、
検
診

の
案
内
通
知
を
用
意
し
て
お
り
ま

す
。

　

検
診
を
ご
希
望
の
方
は
お
電
話

か
直
接
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

健
康
増
進
課
予
防
係

　

☎（
55
）５
１
０
９

　

国
保
年
金
課
医
療
給
付
係

　

☎（
55
）５
１
０
７

　

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
係

　

☎（
55
）５
１
１
５


